
思川農地保全会勉強会

思川農地保全会とは
『多面的機能支払交付金』実施要綱に基づき作成された塩沢地域広域協定に
思川区として参加するために作られた組織である。
平成２６年、第一期保全会が創設された。

塩沢地域広域協定
第1条

この協定は、多面的機能支払交付金実施要綱に基づき、農用地、水路、農道等の
地域資源及び農村環境の保全活動並びに水路・農道等の施設の長寿命化や
水質・土壌等の高度な保全のための活動に関する事項を協定することにより、
地域資源の保全管理と環境の保全を図ることを目的とする。

多面的機能支払交付金
『多面的機能支払交付金』は、農業や農村が持つ多面的な機能の維持や、
機能の発揮を図るための地域の共同活動を支援し、
地域資源の適切な保全管理を推進する目的で設立された助成金制度です。

2020/11/17制定

組織概要図

１４活動組織
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多面的機能支払で求められる活動内容

多面的機能支払では、以下に示す活動が対象となります。

Ⅰ．農地維持支払交付金
① 地域資源の基礎的な保全活動
活動計画書に位置づけた農用地、水路、農道等について、点検・計画策定、実践活動
を毎年度実施します。（実践活動の一部は、点検の結果に基づき、実施の必要性を判断
します。）

実践活動(例)
農地法面の草刈り 水路の泥上げ

ため池の草刈り 農道の路面維持

② 地域資源の適切な保全管理のための推進活動
地域での話し合いにより地域資源の保全管理の目標を定め、目標に即した取組を
実施しながら、将来にわたる地域資源の保全管理に関する構想を策定します。

推進活動の例（毎年度実施）

・農業者(入り作農家、土地持ち非農家を含む)による検討会
・不在村地主との連絡体制の整備、調整、それに必要な調査
・地域住民等との意見交換・ワークショップ・交流会等

Ⅱ．資源向上支払交付金（共同）
水路、農道等の施設の軽微な補修(①)、農村環境保全活動(②)及び多面的機能の増進
を図る活動(③)を支援します。

①施設の軽微な補修
活動計画書に位置づけた農用地、水路、農道等の機能診断や補修等を毎年度実施します。



②農村環境保全活動
生態系保全、景観形成などの農村環境の保全を図るための活動を、テーマを選択し
て毎年度実施します。「計画策定」「啓発・普及」「実践活動」から構成されます。

③多面的機能の増進を図る活動

Ⅲ．資源向上支払交付金（施設の長寿命化）

老朽化が進む農地周りの農業用用排水路、農道などの施設の長寿命化のための補修・
更新等の活動を支援します。
水路、農道等の補修や、機能維持のための更新等の活動を実施します。



思川農地保全会

令和3年の活動内容

4/22中ノ沢用水路倒木土砂撤去作業
4/25鎌倉沢川本田堰土砂撤去　思川区一斉清掃　　 区民

4/29；5/1排水路土砂撤去　 　　　　　　　　　　　　保全会　関係者
6/13遊休農地の草刈り（不在地主耕作放棄地）保全会　農家組合

草刈り週間　(7月4日～７月10日） 合計456.5時間
草刈り週間　(8月28日～9月3日） 合計418.5時間
7/25用水路仕切板取付 　           　　　　　　　   保全会
9/4中ノ沢農道草刈り　　　　　　　　　　　保全会　関係農家
7/25農道簡易修繕　　　　　　　　　　　　　　　　　農家組合

10/5農道ベンチフリューム設置　簡易舗装　３日間　　　保全会　　　　　　　　
10/25用水路補修　　　保全会　　　　　　　　



思川区の塩沢地域広域協定からの助成金金額

助成金は耕地面積より算出された後、協定内で調整される。
思川は令和４年度1,995,000円で１４組織中４番目に多い
この金額は令和3年度の思川区の予算1,908,694より多い

30年度 令和１年 令和２年 令和３年 令和４年
前年度繰越 240,000 155,000
予算額 2,484,000 2,379,000 1,945,000 1,995,000 1,995,000
実績 2,327,543 2,533,139 1,920,310 1,410,248 1,570,670
残額 156,457 861 24,690 584,752 424,330
(注）令和4年度の実績は10/28現在の値
　　　30年度；元年度の予算が大きいのは工事申請により特別配分があったため。

Ｒ３実績内訳
費用

875,000
262,209
83,000
72,349
56,640
20,000
18,750
12,500
9,800

合計 1,410,248

農地保全会問題点

活動内容について
専門的知識（特に土木工事）が必要な活動が多く、十分な対応が出来ない。
草刈り週間の予算割合が大きいが、水路や農道の整備に重点を置くべきではないか。

保全会の体制について
各班から1名ずつの選出方法で良いか？（5名必要か？）
任期5年は長すぎないか？

活動への参加者は保全会委員の知己に頼むことが多いが偏りが出来ている。
作業協力者として登録制にしてはどうか？

区や農家組合の作業へも条件に合致すれば予算が出せる。
農家組合長や開発委員長も保全会のメンバーとしたらどうか？

農道補修
施設点検
中ノ沢農道草刈り
草刈
用水路仕切板取付

項目
草刈り週間
水路補修(ベンチフリューム)
水路掃除（水路土砂撤去一斉清掃）

事務費

62%
19%

6%
5%
4%1%1%1%1%

費用内訳 草刈り週間

水路補修(ベンチフ

リューム)
水路掃除（水路土砂

撤去一斉清掃）
事務費

農道補修

施設点検

中ノ沢農道草刈り

草刈

用水路仕切板取付



付帯資料

第１回 農地保全会勉強会（7/4)　Ｑ＆Ａ

Ｑ：側溝の補修作業は長寿命化でしか出来ないか？
Ａ：一カ所あたり１０ｍ以内なら「施設の軽微な補修」として対応可能

Ｑ：地域住民による直営施工等で事故があった場合の保険は？
Ａ：自治会保険とＪＡイベント保険に入っている（賠償3000万）

Ｑ：重機のオペレータへの支払金額は？
Ａ：業者にやってもらった場合は請求書に従って支払いする。
　　区民がやった場合は一律1000円／時

Ｑ：作業場所による、市との管轄分担について、
Ａ：管轄が市になっている物については第一管轄者に依頼する。
　　そこが出来ない場合は多面的で対応可能か検討が出来る
　　多面の地区に入っていない場合でも追加登録は可能である。

Ｑ：業者見積について
Ａ：50万以上は２社以上の相見積もりが必要

事務局質問事項回答(11/8)

Ⅰ．除草剤の使用について
片田近くの高速道路沿い側道側溝について
道路なので除草剤の使用が出来ないか

回答
除草剤の使用は、ため池周辺のフェンス側のみ許可している。
このケースでは許可できない。
中ノ沢地区と同様に共同作業の草刈りとして作業したらどうか？

Ⅱ．繰越予算について
非舗装の横断線の路面があれているので整備したい。
主要作業は業者委託となるが、今年中は業者の手配がつかない可能性が高い。
手配できない場合は来春着工出来るよう予算確保（繰り越し）をしたい。
予算繰り越し方法について、手続きを教えて欲しい

回答
繰り越しするには見積書を提出し、来年度の計画に乗せることで対応できる。
ただし今年度は災害復旧工事が臨時に発生しており樺野沢の予算から拠出してもらっている
状況であり、また思川区は長寿命化が対象となったが、長寿命化の予算の不足分は
共同活動の残額から流用しているため繰り越しは辞退してほしい。

Ⅲ．外来種駆除
セイタカアワダチソウの駆除はどうすれば良いか？

回答
セイタカアワダチソウの駆除は刈り取っただけでは駄目で焼却処分をしなければならない。
そのため除草剤の使用を薦めている。


